
独
立
行
政
法
人
日
本
原
子
力
研
究
開
発
機
構
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
要
綱

一

主
務
大
臣
は
、
原
子
力
の
研
究
、
開
発
及
び
利
用
に
関
す
る
条
約
そ
の
他
の
国
際
約
束
を
我
が
国
が
誠
実
に
履
行
す
る
た

め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
独
立
行
政
法
人
日
本
原
子
力
研
究
開
発
機
構
（
以
下
「
機
構
」
と
い
う
。
）
に
対
し
、

必
要
な
措
置
を
と
る
こ
と
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
二
十
四
条
第
一
項
関
係
）

二

機
構
は
、
主
務
大
臣
か
ら
一
の
規
定
に
よ
る
求
め
が
あ
っ
た
と
き
は
、
そ
の
求
め
に
応
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す

る
こ
と
。
（
第
二
十
四
条
第
二
項
関
係
）

三

こ
の
法
律
は
、
イ
ー
タ
ー
事
業
の
共
同
に
よ
る
実
施
の
た
め
の
イ
ー
タ
ー
国
際
核
融
合
エ
ネ
ル
ギ
ー
機
構
の
設
立
に
関
す

る
協
定
の
効
力
発
生
の
日
又
は
核
融
合
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
研
究
分
野
に
お
け
る
よ
り
広
範
な
取
組
を
通
じ
た
活
動
の
共
同
に
よ

る
実
施
に
関
す
る
日
本
国
政
府
と
欧
州
原
子
力
共
同
体
と
の
間
の
協
定
の
効
力
発
生
の
日
の
う
ち
い
ず
れ
か
早
い
日
か
ら
施

行
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
附
則
関
係
）



一
頁

独
立
行
政
法
人
日
本
原
子
力
研
究
開
発
機
構
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

独
立
行
政
法
人
日
本
原
子
力
研
究
開
発
機
構
法
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
五
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

目
次
中
「
第
二
十
八
条
」
を
「
第
二
十
九
条
」
に
、
「
第
二
十
九
条
―
第
三
十
一
条
」
を
「
第
三
十
条
―
第
三
十
二
条
」
に

改
め
る
。

第
三
十
一
条
を
第
三
十
二
条
と
し
、
第
三
十
条
を
第
三
十
一
条
と
し
、
第
二
十
九
条
を
第
三
十
条
と
す
る
。

第
四
章
中
第
二
十
八
条
を
第
二
十
九
条
と
し
、
第
二
十
四
条
か
ら
第
二
十
七
条
ま
で
を
一
条
ず
つ
繰
り
下
げ
る
。

第
二
十
三
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
主
務
大
臣
の
要
求
）

第
二
十
四
条

主
務
大
臣
は
、
原
子
力
の
研
究
、
開
発
及
び
利
用
に
関
す
る
条
約
そ
の
他
の
国
際
約
束
を
我
が
国
が
誠
実
に
履

行
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
機
構
に
対
し
、
必
要
な
措
置
を
と
る
こ
と
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

機
構
は
、
主
務
大
臣
か
ら
前
項
の
規
定
に
よ
る
求
め
が
あ
っ
た
と
き
は
、
そ
の
求
め
に
応
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

附
則
第
八
条
第
三
項
中
「
第
二
十
五
条
第
一
項
第
四
号
」
を
「
第
二
十
六
条
第
一
項
第
四
号
」
に
、
「
第
三
十
条
第
二
号
」

を
「
第
三
十
一
条
第
二
号
」
に
改
め
る
。



二
頁

附

則

こ
の
法
律
は
、
イ
ー
タ
ー
事
業
の
共
同
に
よ
る
実
施
の
た
め
の
イ
ー
タ
ー
国
際
核
融
合
エ
ネ
ル
ギ
ー
機
構
の
設
立
に
関
す
る

協
定
の
効
力
発
生
の
日
又
は
核
融
合
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
研
究
分
野
に
お
け
る
よ
り
広
範
な
取
組
を
通
じ
た
活
動
の
共
同
に
よ
る
実

施
に
関
す
る
日
本
国
政
府
と
欧
州
原
子
力
共
同
体
と
の
間
の
協
定
の
効
力
発
生
の
日
の
う
ち
い
ず
れ
か
早
い
日
か
ら
施
行
す
る
。



三
頁

理

由

イ
ー
タ
ー
事
業
の
共
同
に
よ
る
実
施
の
た
め
の
イ
ー
タ
ー
国
際
核
融
合
エ
ネ
ル
ギ
ー
機
構
の
設
立
に
関
す
る
協
定
等
の
締
結

に
伴
い
、
同
協
定
等
に
基
づ
く
我
が
国
の
義
務
の
履
行
を
確
保
す
る
た
め
、
主
務
大
臣
が
、
独
立
行
政
法
人
日
本
原
子
力
研
究

開
発
機
構
に
対
し
て
、
必
要
な
措
置
を
と
る
こ
と
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の
法
律

案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。
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独
立
行
政
法
人
日
本
原
子
力
研
究
開
発
機
構
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
新
旧
対
照
条
文

◎
独
立
行
政
法
人
日
本
原
子
力
研
究
開
発
機
構
法
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
五
十
五
号
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

目
次

目
次

第
一
章

（
略
）

第
一
章

（
略
）

第
二
章

（
略
）

第
二
章

（
略
）

第
三
章

（
略
）

第
三
章

（
略
）

第
四
章

雑
則
（
第
二
十
三
条
―
第
二
十
九
条
）

第
四
章

雑
則
（
第
二
十
三
条
―
第
二
十
八
条
）

第
五
章

罰
則
（
第
三
十
条
―
第
三
十
二
条
）

第
五
章

罰
則
（
第
二
十
九
条
―
第
三
十
一
条
）

附
則

附
則

第
四
章

雑
則

第
四
章

雑
則

第
二
十
三
条

（
略
）

第
二
十
三
条

（
略
）

（
新
設
）

（
主
務
大
臣
の
要
求
）

第
二
十
四
条

主
務
大
臣
は
、
原
子
力
の
研
究
、
開
発
及
び
利
用
に
関
す
る
条

約
そ
の
他
の
国
際
約
束
を
我
が
国
が
誠
実
に
履
行
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と

認
め
る
と
き
は
、
機
構
に
対
し
、
必
要
な
措
置
を
と
る
こ
と
を
求
め
る
こ
と

が
で
き
る
。

２

機
構
は
、
主
務
大
臣
か
ら
前
項
の
規
定
に
よ
る
求
め
が
あ
っ
た
と
き
は
、

そ
の
求
め
に
応
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
十
五
条
～
第
二
十
九
条

（
略
）

第
二
十
四
条
～
第
二
十
八
条

（
略
）

第
五
章

罰
則

第
五
章

罰
則



- 2 -

第
三
十
条
～
第
三
十
二
条

（
略
）

第
二
十
九
条
～
第
三
十
一
条

（
略
）

附

則

附

則

（
業
務
の
特
例
）

（
業
務
の
特
例
）

第
八
条

（
略
）

第
八
条

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

前
二
項
の
規
定
に
よ
り
こ
れ
ら
の
規
定
に
規
定
す
る
業
務
が
行
わ
れ
る
場

３

前
二
項
の
規
定
に
よ
り
こ
れ
ら
の
規
定
に
規
定
す
る
業
務
が
行
わ
れ
る
場

合
に
は
、
第
十
七
条
第
一
項
第
四
号
中
「
前
三
号
に
掲
げ
る
業
務
」
と
あ
る

合
に
は
、
第
十
七
条
第
一
項
第
四
号
中
「
前
三
号
に
掲
げ
る
業
務
」
と
あ
る

の
は
「
前
三
号
に
掲
げ
る
業
務
及
び
附
則
第
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
業
務

の
は
「
前
三
号
に
掲
げ
る
業
務
及
び
附
則
第
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
業
務

」
と
、
第
十
八
条
第
一
号
中
「
こ
れ
ら
に
附
帯
す
る
業
務
」
と
あ
る
の
は
「

」
と
、
第
十
八
条
第
一
号
中
「
こ
れ
ら
に
附
帯
す
る
業
務
」
と
あ
る
の
は
「

こ
れ
ら
に
附
帯
す
る
業
務
並
び
に
附
則
第
八
条
第
一
項
及
び
第
二
項
に
規
定

こ
れ
ら
に
附
帯
す
る
業
務
並
び
に
附
則
第
八
条
第
一
項
及
び
第
二
項
に
規
定

す
る
業
務
」
と
、
同
条
第
二
号
中
「
以
外
の
業
務
」
と
あ
る
の
は
「
以
外
の

す
る
業
務
」
と
、
同
条
第
二
号
中
「
以
外
の
業
務
」
と
あ
る
の
は
「
以
外
の

業
務
（
附
則
第
八
条
第
一
項
及
び
第
二
項
に
規
定
す
る
業
務
を
含
む
。
）
」

業
務
（
附
則
第
八
条
第
一
項
及
び
第
二
項
に
規
定
す
る
業
務
を
含
む
。
）
」

と
、
第
十
九
条
第
一
項
中
「
第
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
業
務
」
と
あ
る

と
、
第
十
九
条
第
一
項
中
「
第
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
業
務
」
と
あ
る

の
は
「
第
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
業
務
並
び
に
附
則
第
八
条
第
一
項
及

の
は
「
第
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
業
務
並
び
に
附
則
第
八
条
第
一
項
及

び
第
二
項
に
規
定
す
る
業
務
」
と
、
第
二
十
六
条
第
一
項
第
四
号
中
「
含
む

び
第
二
項
に
規
定
す
る
業
務
」
と
、
第
二
十
五
条
第
一
項
第
四
号
中
「
含
む

。
）
」
と
あ
る
の
は
「
含
む
。
）
並
び
に
附
則
第
八
条
第
一
項
及
び
第
二
項

。
）
」
と
あ
る
の
は
「
含
む
。
）
並
び
に
附
則
第
八
条
第
一
項
及
び
第
二
項

に
規
定
す
る
業
務
」
と
、
第
三
十
一
条
第
二
号
中
「
第
十
七
条
に
規
定
す
る

に
規
定
す
る
業
務
」
と
、
第
三
十
条
第
二
号
中
「
第
十
七
条
に
規
定
す
る
業

業
務
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
七
条
に
規
定
す
る
業
務
並
び
に
附
則
第
八
条
第

務
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
七
条
に
規
定
す
る
業
務
並
び
に
附
則
第
八
条
第
一

一
項
及
び
第
二
項
に
規
定
す
る
業
務
」
と
す
る
。

項
及
び
第
二
項
に
規
定
す
る
業
務
」
と
す
る
。



- 1 -

独
立
行
政
法
人
日
本
原
子
力
研
究
開
発
機
構
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
参
照
条
文

○
独
立
行
政
法
人
日
本
原
子
力
研
究
開
発
機
構
法
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
五
十
五
号
）

（
機
構
の
目
的
）

第
四
条

独
立
行
政
法
人
日
本
原
子
力
研
究
開
発
機
構
（
以
下
「
機
構
」
と
い
う
。
）
は
、
原
子
力
基
本
法
第
二
条
に
規
定
す
る
基
本
方
針
に
基
づ
き
、
原
子
力
に
関
す
る

基
礎
的
研
究
及
び
応
用
の
研
究
並
び
に
核
燃
料
サ
イ
ク
ル
を
確
立
す
る
た
め
の
高
速
増
殖
炉
及
び
こ
れ
に
必
要
な
核
燃
料
物
質
の
開
発
並
び
に
核
燃
料
物
質
の
再
処
理
に

関
す
る
技
術
及
び
高
レ
ベ
ル
放
射
性
廃
棄
物
の
処
分
等
に
関
す
る
技
術
の
開
発
を
総
合
的
、
計
画
的
か
つ
効
率
的
に
行
う
と
と
も
に
、
こ
れ
ら
の
成
果
の
普
及
等
を
行
い

、
も
っ
て
人
類
社
会
の
福
祉
及
び
国
民
生
活
の
水
準
向
上
に
資
す
る
原
子
力
の
研
究
、
開
発
及
び
利
用
の
促
進
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

（
業
務
の
範
囲
）

第
十
七
条

機
構
は
、
第
四
条
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
、
次
の
業
務
を
行
う
。

一

原
子
力
に
関
す
る
基
礎
的
研
究
を
行
う
こ
と
。

二

原
子
力
に
関
す
る
応
用
の
研
究
を
行
う
こ
と
。

三

核
燃
料
サ
イ
ク
ル
を
技
術
的
に
確
立
す
る
た
め
に
必
要
な
業
務
で
次
に
掲
げ
る
も
の
を
行
う
こ
と
。

イ

高
速
増
殖
炉
の
開
発
（
実
証
炉
を
建
設
す
る
こ
と
に
よ
り
行
う
も
の
を
除
く
。
）
及
び
こ
れ
に
必
要
な
研
究

ロ

イ
に
掲
げ
る
業
務
に
必
要
な
核
燃
料
物
質
の
開
発
及
び
こ
れ
に
必
要
な
研
究

ハ

核
燃
料
物
質
の
再
処
理
に
関
す
る
技
術
の
開
発
及
び
こ
れ
に
必
要
な
研
究

ニ

ハ
に
掲
げ
る
業
務
に
伴
い
発
生
す
る
高
レ
ベ
ル
放
射
性
廃
棄
物
の
処
理
及
び
処
分
に
関
す
る
技
術
の
開
発
及
び
こ
れ
に
必
要
な
研
究

四

前
三
号
に
掲
げ
る
業
務
に
係
る
成
果
を
普
及
し
、
及
び
そ
の
活
用
を
促
進
す
る
こ
と
。

五
～
八

（
略
）

九

前
各
号
の
業
務
に
附
帯
す
る
業
務
を
行
う
こ
と
。

２

（
略
）

第
二
十
五
条

機
構
に
係
る
こ
の
法
律
及
び
通
則
法
に
お
け
る
主
務
大
臣
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
・
二

（
略
）

三

第
十
七
条
に
規
定
す
る
業
務
（
次
号
に
規
定
す
る
も
の
を
除
く
。
）
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
文
部
科
学
大
臣

四

第
十
七
条
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
業
務
及
び
こ
れ
に
関
連
す
る
同
項
第
四
号
に
掲
げ
る
も
の
（
こ
れ
ら
に
附
帯
す
る
業
務
を
含
む
。
）
に
関
す
る
事
項

に
つ
い
て
は
、
文
部
科
学
大
臣
及
び
経
済
産
業
大
臣

２
～
４

（
略
）

第
三
十
条

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
違
反
行
為
を
し
た
機
構
の
役
員
は
、
二
十
万
円
以
下
の
過
料
に
処
す
る
。

一

（
略
）

二

第
十
七
条
に
規
定
す
る
業
務
以
外
の
業
務
を
行
っ
た
と
き
。

附

則



- 2 -

（
業
務
の
特
例
）

第
八
条

機
構
は
、
当
分
の
間
、
第
十
七
条
に
規
定
す
る
業
務
の
ほ
か
、
旧
機
構
法
附
則
第
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
旧
機
構
が
当
分
の
間
行
う
も
の
と
さ
れ
た
業
務
を

行
う
も
の
と
す
る
。

２

機
構
は
、
第
十
七
条
及
び
前
項
に
規
定
す
る
業
務
の
ほ
か
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
機
構
が
行
う
も
の
と
さ
れ
る
旧
機
構
法
附
則
第
十
条
第
二
項
に
規
定
す
る
特
定
業
務

に
係
る
施
設
を
廃
止
す
る
業
務
の
実
施
に
必
要
な
限
り
に
お
い
て
そ
の
廃
止
に
伴
う
措
置
に
関
す
る
技
術
の
開
発
及
び
こ
れ
に
必
要
な
研
究
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

３

前
二
項
の
規
定
に
よ
り
こ
れ
ら
の
規
定
に
規
定
す
る
業
務
が
行
わ
れ
る
場
合
に
は
、
第
十
七
条
第
一
項
第
四
号
中
「
前
三
号
に
掲
げ
る
業
務
」
と
あ
る
の
は
「
前
三
号

に
掲
げ
る
業
務
及
び
附
則
第
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
業
務
」
と
、
第
十
八
条
第
一
号
中
「
こ
れ
ら
に
附
帯
す
る
業
務
」
と
あ
る
の
は
「
こ
れ
ら
に
附
帯
す
る
業
務
並
び

に
附
則
第
八
条
第
一
項
及
び
第
二
項
に
規
定
す
る
業
務
」
と
、
同
条
第
二
号
中
「
以
外
の
業
務
」
と
あ
る
の
は
「
以
外
の
業
務(

附
則
第
八
条
第
一
項
及
び
第
二
項
に
規
定

す
る
業
務
を
含
む
。
）
」
と
、
第
十
九
条
第
一
項
中
「
第
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
業
務
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
業
務
並
び
に
附
則
第
八
条

第
一
項
及
び
第
二
項
に
規
定
す
る
業
務
」
と
、
第
二
十
五
条
第
一
項
第
四
号
中
「
含
む
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
含
む
。
）
並
び
に
附
則
第
八
条
第
一
項
及
び
第
二
項
に
規

定
す
る
業
務
」
と
、
第
三
十
条
第
二
号
中
「
第
十
七
条
に
規
定
す
る
業
務
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
七
条
に
規
定
す
る
業
務
並
び
に
附
則
第
八
条
第
一
項
及
び
第
二
項
に
規

定
す
る
業
務
」
と
す
る
。


